
平成 年 月

令和 年 月

令和 年度 令和 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

円 円

円 円

円 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

会津坂下町公共下水道事業経営戦略

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

改 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

策 定 日 ：

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

処 理 区 数



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

職 員 数

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

 イ　指定管理者制度民 間 活 用 の 状 況



（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し

施設の見通し

組織の見通し

有収水量の予測



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

目 標

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

使用料の見直しに関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

職員給与費に関する事項

動力費に関する事項

修繕費に関する事項

委託費に関する事項

その他の取組

薬品費に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 84,585 81,832 83,712 85,512 87,363 89,109 90,804 92,590 94,006 94,864
(1) 68,096 69,370 70,064 70,765 71,472 72,187 72,909 73,638 74,374 75,118
(2) (B) 5,455
(3) 11,034 12,462 13,648 14,747 15,891 16,922 17,895 18,952 19,632 19,746

２． 257,074 233,350 253,232 272,027 292,018 310,049 327,484 346,794 357,917 359,294
(1) 151,441 120,268 132,819 144,625 156,905 168,231 179,109 190,811 199,202 202,581

111,441 120,268 132,819 144,625 156,905 168,231 179,109 190,811 199,202 202,581
40,000

(2) 105,529 112,978 120,309 127,298 135,009 141,714 148,271 155,879 158,611 156,609
(3) 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

(C) 341,659 315,182 336,944 357,539 379,381 399,158 418,288 439,384 451,923 454,158
１． 304,638 277,408 296,960 315,532 335,401 353,584 371,669 391,649 403,109 404,323
(1) 5,604 5,660 5,717 5,774 5,832 5,890 5,949 6,008 6,068 6,129

4,364 4,408 4,452 4,496 4,541 4,587 4,632 4,679 4,726 4,773

1,240 1,252 1,265 1,278 1,290 1,303 1,316 1,329 1,343 1,356
(2) 117,411 68,668 70,840 73,080 75,388 77,766 80,217 82,743 85,345 88,026

10,226 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300
2,356 455 455 455 455 455 455 455 455 455

104,829 57,913 60,085 62,325 64,633 67,011 69,462 71,988 74,590 77,271
(3) 181,623 203,080 220,403 236,678 254,181 269,928 285,503 302,898 311,696 310,168

２． 34,507 34,521 36,397 38,094 39,742 41,009 41,727 42,506 43,240 43,906
(1) 34,497 34,521 36,397 38,094 39,742 41,009 41,727 42,506 43,240 43,906
(2) 10

(D) 339,145 311,929 333,357 353,626 375,143 394,593 413,396 434,155 446,349 448,229
(E) 2,514 3,253 3,587 3,913 4,238 4,565 4,892 5,229 5,574 5,929
(F) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(G) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(H)

2,514 3,253 3,587 3,913 4,238 4,565 4,892 5,229 5,574 5,929
(I) 16,579 19,832 23,419 27,333 31,571 36,136 41,028 46,257 51,831 57,760
(J)

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 79,130 81,832 83,712 85,512 87,363 89,109 90,804 92,590 94,006 94,864

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度
令和８年度
（当初予算）

令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

営 業 外 収 益

使 用 料 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

令和１６年度 令和１７年度

（単位：千円，％）



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 200,600 124,200 125,600 131,000 120,400 105,500 105,500 105,500 105,500 105,500

23,300 18,700 20,100 25,500 14,900

２．

３．

４． 5,291 5,456 6,076 6,555 6,873 6,837 5,665 3,941 2,905 3,199

５．

６． 112,840 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

７．

８． 26,836 8,439 8,439 8,439 8,439 8,439 8,439 8,439 8,439 8,439

９．

345,567 188,095 190,115 195,994 185,712 170,776 169,604 167,880 166,844 167,138

345,567 188,095 190,115 195,994 185,712 170,776 169,604 167,880 166,844 167,138

１． 296,616 121,920 119,957 115,373 112,594 143,365 120,097 136,310 136,408 110,525

9,136 9,227 9,320 9,413 9,507 9,602 9,698 9,795 9,893 9,992

２． 104,892 110,253 121,830 136,680 135,896 129,068 122,434 122,162 124,393 127,763

３． 9,318 9,464 9,611 9,761 9,914 10,068 10,225 10,385 10,547 10,711

４．

５． 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

412,326 243,137 252,898 263,314 259,904 284,001 254,256 270,357 272,848 250,499

66,759 55,042 62,783 67,320 74,192 113,225 84,652 102,477 106,004 83,361

１． 66,759 55,042 62,783 67,320 74,192 113,225 84,652 102,477 106,004 83,361

２．

３．

４．

66,759 55,042 62,783 67,320 74,192 113,225 84,652 102,477 106,004 83,361

90,683 81,219 71,608 61,848 51,935 41,867 31,642 21,258 10,711

2,408,081 2,422,028 2,425,798 2,420,118 2,404,624 2,381,056 2,364,123 2,347,461 2,328,569 2,306,306

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

122,295 132,730 146,469 159,373 172,796 185,154 197,005 1,051,364 218,835 222,328

66,716 76,520 83,795 90,522 97,516 103,827 109,786 116,246 120,445 121,250

55,579 56,210 62,674 68,851 75,280 81,327 87,219 935,118 98,390 101,078

5,291 5,456 6,076 6,555 6,873 6,837 5,665 3,941 2,905 3,199

5,291 5,456 6,076 6,555 6,873 6,837 5,665 3,941 2,905 3,199

127,586 138,186 152,545 165,928 179,669 191,991 202,670 1,055,305 221,740 225,527

令和１７年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和８年度
（当初予算）

令和９年度 令和１０年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度令和１１年度 令和１２年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１６年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金
他会計長期借入返還

金
他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国（都道府県）補助金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度

他 会 計 負 担 金

令和１７年度

企 業 債

うち 資本費平準化債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和８年度
（当初予算）

令和９年度 令和１０年度 令和１３年度令和１１年度 令和１２年度



供用開始年月日 平 成 ５ 年 ４ 月 ７ 日

処理区域内人口 ４，３８１人

計算期間 自　令和８年４月～至　令和１１年３月

（３年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

67,339 69,176 69,176

58,473 0 0

322 0 0

126,134 69,176 0 69,176

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

90 304 304

0

0

2,340 2,402 2,402

509 430 430

2,939 3,136 0 3,136

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

公共下水道事業

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

人
件
費

動 力 費

委 託 料

小 計



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

金　　　　　　　　額
支　　出　　の　　部

項 目

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

9,516 10,276 10,276

224 786 786

0

0

43,140 15,312 15,312

994 1,025 1,025

53,874 27,399 0 27,399

給 料 4,408 4,408

諸 手 当 2,255 2,255

福 利 費 1,502 1,502

0

11,461 11,807 11,807

5,497 5,654 5,654

16,958 25,626 0 25,626

22,045 35,139 21,590 13,549

188,739 201,702 121,021 80,681

0

210,784 236,841 142,611 94,230

284,555 293,002 142,611 150,391

5,578,592 6,747,600

0.5%

33,738

184,129

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 37.57

＜使用料水準についての説明＞

支 払 利 息

処
理
場
費

減 価 償 却 費

そ の 他

人
件
費

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

減 価 償 却 対 象 資 産 （ ① ）

資 産 維 持 率 （ ② ）

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場
合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係る
もの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下
水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の
実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。
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小 計

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

使用料対象経費は以下の式で算出されます。
使用料対象経費＝維持管理費＋資本費+資産維持費－公費負担分　資産維持費とは、将来の施設更新費用が建設当時と比較して増
大することが見込まれる場合、使用者負担の期間的公平性を確保しつつ、将来にわたって資産を維持し、農業集落排水事業を継続する
ために必要な費用として計上されるものです。その費用は、減価償却対象資産に資産維持率を乗じて算出されます。資産維持率の目安
として０．５％から３％という数値が示されていることから、本経営戦略においては、下限数値である０．５％を用いることとします。原価計
算表による算定の結果、使用料対象経費に対する農業集落排水処理施設使用料の割合は算定期間（Ｒ８～１０の３年間）の平均で約２
5％となっています。このことは農業集落排水処理使用料が使用料対象経費に対し不足していることを示しています。現状では、不足額
に対し一般会計から基準外として繰入を行っていることから独立採算の制度から大きく乖離しているため、今後の使用料改定では、使用
料で賄う経費はすべて使用料で賄うことを前提に使用料改定を行う必要があります。

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ＝ ① × ② ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

企 業 債 取 扱 諸 費

資
本
費


